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五
　
そ
の
他
の
問
題

1
　
は
じ
め
に

手
形
の
偽
造
者
は
手
形
上
の
責
任
を
負
う
か
。
こ
の
こ
と
が
問
題
と
な
る
原
因
は
、
手
形
の
文
言
性
と
手
形
行
為
者
の
決
定
方
法
と
の
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（
1
）

関
係
が
釈
然
と
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
手
形
偽
造
者
は
手
形
上
の
責
任
を
一
切
負
わ
な
い
と
す
る
説
は
、

偽
造
者
が
手
形
上
に
署
名
を
し
て
お
ら
ず
、
手
形
行
為
を
し
て
い
な
い
こ
と
と
、
偽
造
者
の
手
形
行
為
を
認
め
る
な
ら
ば
手
形
の
文
言
性

に
反
す
る
こ
と
を
根
拠
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
偽
造
者
は
手
形
上
の
責
任
を
負
う
と
す
る
説
と
し
て
は
主
に
偽
造
者
行
為
説
と
手

形
法
八
条
類
推
適
用
説
が
あ
る
。
偽
造
者
行
為
説
は
、
署
名
名
義
如
何
は
手
形
行
為
の
存
在
を
認
め
る
に
際
し
て
障
害
と
は
な
ら
ず
、
現

に
署
名
を
し
た
者
が
手
形
行
為
者
で
あ
る
と
考
え
る
。
手
形
法
八
条
類
推
適
用
説
は
、
同
条
に
基
づ
く
無
権
代
理
人
の
責
任
と
偽
造
者
が

非
難
さ
れ
る
べ
き
点
と
の
同
一
性
を
そ
の
根
拠
と
す
る
。
し
か
し
、
ど
ち
ら
の
説
も
手
形
の
文
言
性
と
手
形
行
為
者
の
決
定
方
法
と
の
関

係
を
説
明
す
る
こ
と
に
苦
慮
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
本
稿
で
は
、
手
形
行
為
者
の
決
定
方
法
に
関
す
る
卑
見
を
仮
定
と
し
て
ま
ず
呈
示
し
、
手
形
の
文
言
性
と
手
形
行
為
者
の
決
定
方
法
と

の
関
係
を
再
検
討
し
つ
つ
、
偽
造
者
の
責
任
の
成
否
等
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。
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手
形
行
為
者
お
よ
び
効
果
帰
属
者
の
決
定
方
法

　
一
　
手
形
行
為
者
の
決
定
方
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
「
手
形
行
為
者
と
は
手
形
行
為
の
内
容
を
決
定
し
た
者
で
あ
る
。
」
と
考
え
る
の
が
卑
見
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
手
形
行
為
の
定
義
に

つ
い
て
諸
説
は
紛
紛
と
し
て
い
る
が
、
「
手
形
行
為
と
は
署
名
を
要
件
と
す
る
要
式
の
書
面
行
為
で
あ
る
こ
と
」
お
よ
び
「
署
名
と
は
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

為
者
の
名
称
を
表
示
す
る
こ
と
」
に
つ
い
て
は
反
対
す
る
見
解
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
し
た
が
っ
て
現
在
の
学
説
の
大
勢
か
ら
す
る
と
、

「
手
形
行
為
者
と
は
手
形
行
為
に
お
け
る
署
名
の
名
義
人
で
あ
る
。
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
「
手
形
行
為
者
と
は
手
形
行
為
に
お
け
る
署
名
の
名
義
人
で
あ
る
。
」
と
考
え
た
場
合
、
い
く
つ
か
の
問
題
が
生
じ
る
。

第
一
に
、
実
在
す
る
他
人
の
名
義
を
用
い
て
署
名
を
し
、
自
ら
手
形
債
務
を
負
担
す
る
意
思
で
、
自
己
の
た
め
の
手
形
行
為
を
行
っ
た
者



手形の偽造者の責任

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

が
い
る
場
合
、
署
名
名
義
人
で
あ
る
他
人
が
手
形
行
為
者
と
し
て
の
責
任
を
追
及
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
第
二
に
、
代
理

方
式
で
手
形
の
偽
造
が
行
わ
れ
た
場
合
の
問
題
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
代
理
人
か
ら
代
理
人
名
義
の
署
名
に
よ
り
代
理
方
式
で
本
人
の
た
め

の
手
形
行
為
を
な
す
権
限
を
与
え
ら
れ
た
か
の
よ
う
に
無
権
限
者
が
行
為
し
た
場
合
、
代
理
人
と
し
て
の
署
名
の
名
義
人
が
無
権
代
理
行

為
を
し
た
と
し
て
手
形
法
八
条
の
責
任
を
追
及
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
被
偽
造
者
が
署
名
の
名
義
人
だ
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

と
い
う
だ
け
で
手
形
債
務
者
と
し
て
の
責
任
を
追
及
さ
れ
る
こ
と
と
同
程
度
に
不
当
な
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
「
実
質
的
に
手
形
行
為
を
し
た
者
が
手
形
行
為
者
で
あ
る
。
」
と
直
裁
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
手
形
行
為
者
の
決
定
方
法
は
手
形
の
文
言
証
券
性
に
反
す
る
も
の
と
も
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
実
体
法
上
、
手
形
行
為
者
が
手
形
に
記
載
さ
れ
た
通
り
の
債
務
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
根
拠
な
い
し
文
言
証
券
性
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

妥
当
す
る
範
囲
に
つ
い
て
、
定
説
は
あ
り
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
、
少
な
く
と
も
、
手
形
行
為
の
当
事
者
つ
ま
り
行
為
者
と

効
果
帰
属
者
の
両
者
の
決
定
に
関
し
て
は
、
手
形
の
文
言
性
は
及
ば
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
手
形
の
文
言
性
を
「
手
形
行
為

は
証
券
の
記
載
を
内
容
と
す
る
意
思
表
示
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
法
律
行
為
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
手
形
行
為
者
は
証
券
の
文
言
通
り
の

　
　
　
　
　
　
（
7
）

債
務
を
負
担
す
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
意
思
表
示
の
解
釈
な
い
し
手
形
行
為
の
解
釈
の
対
象
と
な
る
の
は
、
当
事
者
に
関

す
る
記
載
を
除
い
た
部
分
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
法
律
行
為
の
解
釈
が
行
わ
れ
る
の
は
、
当
事
者
の
存
在
及

び
法
律
行
為
を
組
成
す
る
意
思
表
示
の
存
在
が
、
と
も
か
く
外
形
的
に
確
知
さ
れ
、
法
律
行
為
が
法
律
行
為
と
呼
ば
れ
る
に
値
す
る
だ
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

の
最
小
限
の
外
形
的
な
い
し
形
式
的
な
要
件
で
あ
る
法
律
行
為
の
一
般
的
成
立
要
件
が
整
っ
た
が
、
法
律
行
為
の
有
効
要
件
で
あ
る
「
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

容
の
確
定
性
」
の
点
で
当
事
者
に
争
い
が
生
じ
た
場
合
で
あ
る
。
そ
し
て
「
法
律
行
為
の
解
釈
と
は
、
表
示
行
為
の
有
す
る
意
味
内
容
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
普
通
人
の
す
る
表
意
行
為
を
組
成
す
る
言
語
・
挙
動
な
ど
の
曖
昧
・
不
完
全
な
の

を
明
瞭
・
完
全
に
し
、
第
二
に
、
非
法
律
的
な
の
を
法
律
的
に
構
成
し
、
か
よ
う
に
し
て
、
当
事
者
の
達
し
よ
う
と
す
る
社
会
的
目
的
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

法
律
的
助
力
を
与
え
る
こ
と
の
で
き
る
基
礎
を
つ
く
る
こ
と
が
、
法
律
行
為
解
釈
の
任
務
で
あ
る
」
。
こ
こ
で
解
釈
の
規
準
と
な
る
の
は
、

491



法学研究69巻1号（’96・1）

い
う
ま
で
も
な
く
、
当
事
者
の
目
的
・
慣
習
・
任
意
法
規
・
信
義
誠
実
の
原
則
な
ど
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
意
思
表
示
の
解
釈
な
い
し

法
律
行
為
の
解
釈
は
、
表
意
者
な
い
し
法
律
行
為
者
の
確
定
作
業
を
含
ま
な
い
。
こ
の
こ
と
を
手
形
行
為
の
解
釈
に
当
て
は
め
る
な
ら
ば
、

ど
う
な
る
か
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
手
形
客
観
解
釈
が
問
題
と
な
る
手
形
の
記
載
で
あ
り
、
同
時
に
手
形
の
文
言
性
が
支
配
す
る
記
載
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

手
形
行
為
の
当
事
者
に
関
す
る
記
載
な
い
し
署
名
を
含
ま
な
い
こ
と
に
な
る
。
代
理
方
式
に
お
け
る
本
人
の
表
示
も
、
手
形
行
為
の
当
事

者
で
あ
る
効
果
帰
属
者
の
記
載
で
あ
る
か
ら
、
手
形
客
観
解
釈
の
原
則
が
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
代
理
に
お
け
る
顕
名
に

つ
い
て
も
、
意
思
表
示
の
解
釈
の
よ
う
な
作
業
を
加
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
た
だ
顕
名
が
あ
っ
た
か
否
か
な
い
し
相
手
方
が
本
人
を
知

り
得
た
か
否
か
だ
け
が
問
題
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
手
形
の
記
載
は
手
形
金
請
求
訴
訟
の
訴
訟
物
で
あ
る
権
利
関
係
の
審
理
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
る
も
の
な
の
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

ろ
う
か
。
以
下
、
約
束
手
形
の
転
得
者
た
る
原
告
と
原
告
に
手
形
の
主
債
務
者
と
し
て
主
張
さ
れ
る
被
告
と
の
関
係
の
中
で
考
察
す
る
。

被
告
が
原
告
の
手
形
文
言
通
り
の
請
求
を
認
諾
す
る
場
合
は
、
所
持
人
と
振
出
人
の
間
で
手
形
が
文
言
通
り
の
効
果
を
生
じ
た
こ
と
に
な

る
。
し
か
し
、
そ
う
で
な
い
場
合
、
原
告
は
そ
の
主
張
す
る
権
利
関
係
が
い
か
に
し
て
発
生
し
、
そ
し
て
そ
れ
が
い
か
に
し
て
原
告
と
被

告
に
帰
属
し
た
か
を
主
張
す
る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
手
形
の
手
形
上
の
権
利
が
原
告
に
帰
属
す
る
理
由
と
な
る
事
実
、
被
告

が
こ
の
手
形
に
つ
き
特
定
内
容
の
手
形
振
出
行
為
を
な
し
て
手
形
債
務
を
負
担
し
た
事
実
お
よ
び
手
形
の
所
持
の
主
張
で
あ
る
。
口
頭
弁

論
終
結
時
に
お
け
る
手
形
の
所
持
が
、
原
告
の
請
求
を
理
由
あ
ら
し
め
る
事
実
と
し
て
主
張
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
は
、
手
形
が
受
戻
証

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

券
性
を
有
す
る
か
ら
で
あ
る
。
手
形
上
の
権
利
が
原
告
に
帰
属
す
る
理
由
と
な
る
事
実
は
、
た
と
え
ば
手
形
法
七
七
条
一
項
一
号
同
法
一

六
条
一
項
に
基
づ
き
「
裏
書
の
連
続
あ
る
手
形
を
所
持
す
る
」
事
実
を
主
張
し
、
被
告
が
争
う
限
り
こ
れ
を
立
証
す
れ
ば
す
れ
ば
認
定
さ

（
1
4
）

れ
る
。
被
告
が
こ
の
手
形
に
つ
き
特
定
内
容
の
手
形
振
出
行
為
を
な
し
て
手
形
債
務
を
負
担
し
た
事
実
を
、
原
告
は
、
ど
の
よ
う
に
主
張

立
証
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
こ
の
こ
と
こ
そ
、
手
形
の
文
言
証
券
性
と
の
関
係
で
も
っ
と
も
注
目
す
べ
き
事
柄
で
あ
る
。
手
形
法
一
六
条
一

項
お
よ
び
二
項
は
、
手
形
面
上
の
記
載
と
関
連
し
て
生
じ
る
法
律
上
の
効
果
に
つ
い
て
の
規
定
で
あ
る
が
、
手
形
上
の
権
利
の
帰
属
に
関

492
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す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
特
定
人
の
手
形
債
務
の
存
在
も
し
く
は
そ
の
内
容
の
決
定
に
つ
い
て
は
無
関
係
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
原
告
は
被

告
た
る
手
形
債
務
者
が
手
形
債
務
を
負
担
す
る
根
拠
と
な
る
事
実
に
つ
き
主
張
立
証
責
任
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
手
形

上
の
現
在
の
記
載
は
、
特
定
人
の
手
形
債
務
の
存
在
も
し
く
は
そ
の
内
容
の
決
定
と
の
関
連
で
は
、
単
に
そ
の
名
義
人
の
行
為
を
事
実
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

推
認
せ
し
め
る
証
拠
と
し
て
役
立
つ
に
す
ぎ
な
い
。
被
告
は
、
手
形
上
の
記
載
に
反
す
る
主
張
で
あ
る
が
、
自
己
の
負
担
す
べ
き
手
形
債

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

務
は
存
在
し
な
い
こ
と
ま
た
は
内
容
が
異
な
る
旨
の
主
張
を
、
原
告
の
主
張
事
実
に
対
す
る
否
認
と
し
て
主
張
で
き
る
。
民
事
訴
訟
法
三

二
六
条
は
、
署
名
ま
た
は
押
印
が
署
名
者
な
い
し
押
印
者
の
意
思
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
署
名
ま
た
は
押
印
に
よ
っ
て
覆

わ
れ
る
そ
の
他
の
記
載
部
分
も
署
名
者
な
い
し
押
印
者
の
意
思
に
よ
っ
て
成
立
し
た
こ
と
を
推
定
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
署
名
ま
た
は
押

印
が
署
名
者
な
い
し
押
印
者
の
意
思
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
こ
と
を
確
定
せ
ず
、
単
に
そ
れ
が
署
名
者
の
筆
跡
で
あ
り
押
印
者
の
印
形
に

よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
確
定
だ
け
で
文
書
全
体
の
成
立
の
真
正
を
推
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
被
告
は
署
名
ま
た
は
押
印
が
自
己
の
意

思
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
裁
判
所
を
真
偽
不
明
に
陥
れ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
防
御
の
目
的
を
達
す
る
こ
と
が
で
き
、

自
己
の
意
思
に
基
づ
か
な
い
署
名
ま
た
は
押
印
で
あ
る
こ
と
に
つ
き
裁
判
所
の
心
証
を
得
し
め
る
必
要
は
な
い
。
被
告
の
法
律
行
為
の
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

立
に
つ
い
て
、
法
律
上
の
挙
証
責
任
を
原
告
が
負
担
す
る
こ
と
が
、
同
法
同
条
に
よ
っ
て
変
更
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
以
上
の
こ
と
を
踏

ま
え
る
と
、
や
は
り
署
名
名
義
人
を
手
形
行
為
者
で
あ
る
と
定
義
す
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
そ
の
よ
う
な
定
義
に
よ
る

と
、
原
告
が
手
形
金
を
請
求
す
る
な
ら
ば
、
署
名
名
義
人
が
手
形
債
務
を
負
担
す
る
理
由
と
な
る
事
実
と
し
て
、
署
名
名
義
人
に
よ
る
手

形
行
為
を
主
張
立
証
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
他
人
名
義
に
よ
り
自
ら
手
形
債
務
を
負
担
す
る
意
思
で
手
形
行
為
を
行
っ
た
者
が
い
る

場
合
、
自
ら
手
形
債
務
を
負
担
す
る
意
思
あ
る
者
に
効
果
が
帰
属
す
る
手
形
行
為
は
存
在
し
な
い
か
ら
、
立
証
で
き
な
い
。
そ
の
名
義
人

は
手
形
行
為
を
行
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
し
、
代
行
者
も
用
い
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、
名
義
人
の
手
形
行
為
を
立
証
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
代
理
方
式
で
偽
造
が
行
わ
れ
た
場
合
、
つ
ま
り
代
理
人
と
し
て
の
署
名
が
偽
造
さ
れ
た
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
こ
の
偽
造
者
は
自
己

の
署
名
を
し
て
い
な
い
か
ら
、
実
質
的
に
手
形
行
為
の
内
容
を
決
定
し
て
い
た
と
し
て
も
、
こ
の
者
が
責
任
を
負
担
す
る
無
権
（
復
）
代
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理
行
為
が
立
証
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
代
理
人
と
し
て
の
署
名
の
名
義
人
は
意
思
表
示
を
行
っ
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
の
者
の
手
形
行

為
を
立
証
で
き
る
は
ず
が
な
い
。
こ
の
よ
う
な
定
義
に
よ
る
限
り
、
他
人
名
義
に
よ
る
自
己
の
た
め
の
手
形
行
為
が
行
わ
れ
た
場
合
お
よ

び
代
理
方
式
で
偽
造
が
行
わ
れ
た
場
合
、
原
告
は
手
形
金
請
求
を
断
念
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
不
当
で

あ
る
。
署
名
名
義
人
で
な
い
者
に
対
し
て
も
手
形
責
任
を
負
わ
せ
る
理
論
を
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
無
権
代
理
人
が
代
理
人
名
義
の
署
名
を
な
さ
ず
、
直
接
本
人
名
義
の
署
名
を
し
た
場
合
に
つ
き
、
最
高
裁
判
所
（
最
判
昭
四
九
・
六
・
二

八
民
集
二
八
巻
六
五
五
頁
）
は
、
そ
の
よ
う
な
無
権
代
理
人
に
も
手
形
法
八
条
を
類
推
適
用
し
て
手
形
上
の
責
任
を
追
及
で
き
る
旨
の
判
断

を
示
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
無
権
代
理
人
に
対
し
て
手
形
法
八
条
の
責
任
を
追
及
す
る
場
合
は
同
法
同
条
の
類
推
適
用
と
な
る
の
は
、

そ
の
者
の
行
為
が
、
単
に
本
人
名
義
の
意
思
表
示
行
為
の
形
成
に
関
与
し
た
に
す
ぎ
な
い
こ
と
、
事
実
行
為
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
に
よ

る
よ
う
で
あ
る
。
な
ぜ
事
実
行
為
か
と
言
う
と
、
代
理
人
名
義
の
署
名
が
な
い
の
で
、
代
理
人
の
手
形
意
思
表
示
は
成
立
し
て
い
な
い
と

　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
事
実
行
為
と
法
律
行
為
の
違
い
を
手
形
行
為
の
場
合
に
は
署
名
の
有
無
に
求
め
る
の
は
、
手
形
行
為
が
要
式
行
為

　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
一
定
の
方
式
を
必
要
と
す
る
法
律
行
為
で
、
法
律
が
書
面
の
作
成
を
効
力
発
生
の
た
め
の
要
件
と
す
る
も
の
を
要

　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

式
行
為
と
い
う
が
、
そ
し
て
そ
の
一
定
の
方
式
を
手
形
法
一
条
、
二
二
条
、
二
五
条
、
三
一
条
、
五
七
条
ま
た
は
七
五
条
が
規
定
し
て
い

る
と
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
上
述
の
各
規
定
が
要
求
す
る
署
名
の
意
義
を
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
。
署
名
名
義
人
は
効
果
の
帰
属
者

で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
被
告
た
る
署
名
名
義
人
が
自
ら
の
意
思
に
基
づ
い
て
署
名
を
行
っ
て
い
た
場
合
で
も
、
そ
の
被
告
が
手
形

債
務
を
負
う
根
拠
は
、
署
名
名
義
人
で
あ
る
こ
と
で
は
な
く
、
契
約
説
、
発
行
説
ま
た
は
創
造
説
が
説
く
と
こ
ろ
の
手
形
行
為
を
行
っ
た

　
　
　
　
　
（
2
1
）

こ
と
に
存
す
る
。
署
名
名
義
は
、
契
約
説
、
発
行
説
ま
た
は
創
造
説
が
説
く
と
こ
ろ
の
手
形
行
為
が
有
効
に
成
立
し
て
い
る
な
ら
ば
手
形

債
務
を
負
う
者
を
示
し
て
い
る
訳
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
署
名
名
義
の
如
何
に
拘
ら
ず
手
形
行
為
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と

思
わ
れ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
機
関
方
式
に
よ
る
手
形
行
為
の
代
理
に
お
い
て
、
代
理
人
の
署
名
が
な
く
て
も
代
理
人
の
手
形
行
為
を
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認
め
る
こ
と
は
全
く
不
自
然
な
こ
と
で
は
な
く
な
る
。
そ
し
て
、
手
形
行
為
を
行
う
場
合
に
署
名
が
必
要
で
あ
る
の
は
、
文
言
性
の
要
請

で
は
な
く
、
要
式
性
の
要
請
で
あ
る
と
考
え
る
。
例
え
ば
、
自
ら
振
出
を
行
う
者
に
、
そ
の
意
思
に
基
づ
い
て
自
己
を
表
示
す
る
名
称
を

用
い
て
署
名
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
ら
の
責
任
を
自
覚
さ
せ
、
取
得
者
に
権
利
行
使
の
相
手
を
知
ら
せ
る
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

　
二
　
効
果
帰
属
者
の
決
定
方
法

　
つ
ぎ
に
偽
造
者
の
手
形
上
の
責
任
を
追
及
す
る
際
に
問
題
と
な
る
の
は
、
署
名
名
義
人
に
効
果
が
帰
属
し
得
な
い
場
合
、
そ
の
ほ
か
の

者
を
効
果
の
帰
属
者
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
署
名
名
義
な
い
し
手
形
上
の
記
載
は
特
定
人
の
手
形
債
務
の
存
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

を
事
実
上
推
認
す
る
証
拠
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
署
名
名
義
人
以
外
に
手
形
債
務
を
負
う
者
を
探
し
て
も
よ
い
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

民
法
の
一
般
原
則
と
同
様
に
、
手
形
行
為
を
行
っ
た
者
ま
た
は
手
形
行
為
を
行
っ
た
者
に
代
理
権
を
与
え
た
者
が
効
果
帰
属
者
と
な
り
う

る
。

皿
　
偽
造
者
の
手
形
上
の
責
任
の
根
拠

手形の偽造者の責任

　
一
　
問
題
点

　
以
上
の
考
察
に
よ
り
、
無
権
限
者
が
機
関
方
式
に
よ
り
手
形
行
為
を
行
っ
た
場
合
、
そ
の
無
権
限
者
は
署
名
を
し
て
い
な
い
た
め
無
権

限
者
の
手
形
行
為
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
、
無
権
代
理
人
と
し
て
の
責
任
を
一
切
負
わ
な
い
と
の
結
論
は

認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
自
己
の
た
め
で
な
く
他
人
名
義
の
署
名
を
し
て
手
形
行
為
を
行
っ
た
者
が
署
名
名
義
人
か

ら
権
限
を
授
与
さ
れ
て
い
な
い
場
合
（
こ
れ
を
偽
造
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
）
、
偽
造
者
は
ど
の
よ
う
な
根
拠
で
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
る
の
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だ
ろ
う
か
。

　
二
　
手
形
法
八
条
の
適
用
範
囲

　
手
形
行
為
の
無
権
代
理
に
つ
き
手
形
法
八
条
に
規
定
が
あ
る
。
但
し
、
こ
の
規
定
は
代
理
方
式
に
よ
り
手
形
行
為
を
行
っ
た
者
に
代
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

権
が
な
か
っ
た
場
合
に
関
す
る
規
定
な
の
で
、
偽
造
者
に
も
こ
の
規
定
に
よ
る
責
任
を
認
め
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

　
代
理
方
式
に
よ
る
手
形
行
為
に
お
い
て
代
理
人
の
署
名
が
必
要
な
理
由
は
、
代
理
人
が
手
形
行
為
者
で
あ
る
か
ら
と
考
え
る
の
が
一
般

的
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
卑
見
は
、
署
名
名
義
人
が
手
形
行
為
者
と
は
異
な
る
人
格
で
あ
る
可
能
性
を
理
論
上
も
認
め
る
の
だ
か
ら
、

特
に
こ
の
点
を
考
察
す
る
必
要
が
で
て
く
る
。
代
理
行
為
の
効
果
の
帰
属
者
す
な
わ
ち
本
人
で
も
な
く
、
代
理
行
為
者
で
も
な
い
者
の
署

名
が
手
形
面
上
に
要
求
さ
れ
る
理
由
は
何
か
あ
る
だ
ろ
う
か
。
本
人
名
義
の
署
名
を
手
形
面
上
に
現
せ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
本
人
名
義
の

署
名
が
な
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
本
人
名
義
の
署
名
を
な
し
得
な
い
が
、
本
人
の
た
め
の
手
形
行
為
を
な
す
必
要
が
あ
る
と
き
は
ど
う
し
た
ら

よ
い
か
。
本
人
の
署
名
を
手
形
面
上
に
現
せ
な
い
場
合
で
も
本
人
に
効
果
が
及
ぶ
手
形
行
為
を
他
人
が
行
い
得
る
方
法
を
考
え
出
さ
な
ら

な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
よ
っ
て
、
卑
見
と
し
て
は
、
本
人
が
債
務
の
帰
属
を
争
っ
た
と
き
に
本
人
と
同
一
の
義
務
を
負
う
者
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

署
名
が
な
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
手
形
法
が
示
し
て
い
る
と
考
え
た
い
。

　
代
理
人
と
し
て
の
署
名
を
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
担
保
責
任
を
負
う
者
の
署
名
で
あ
る
と
考
え
た
場
合
、
手
形
法
八
条
を
偽
造
者
に
対

し
て
適
用
な
い
し
類
推
適
用
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
も
、
以
下
で
併
せ
て
考
察
す
る
。
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三
　
学
説
の
概
況

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

　
手
形
法
八
条
類
推
適
用
説
が
、
手
形
法
八
条
を
偽
造
者
に
類
推
適
用
す
る
根
拠
は
お
お
よ
そ
次
の
通
り
で
あ
る
。
代
理
表
示
の
有
無
で

無
権
代
理
と
偽
造
と
で
は
差
異
は
あ
る
が
、
偽
っ
て
責
任
主
体
を
作
り
出
す
点
で
、
実
質
的
に
は
両
者
は
同
じ
で
あ
る
。
か
え
っ
て
偽
造



手形の偽造者の責任

者
の
方
が
、
無
権
代
理
人
よ
り
も
一
層
直
接
的
な
形
式
を
も
っ
て
本
人
の
義
務
負
担
行
為
を
作
出
し
て
い
る
。
偽
造
者
の
手
形
上
の
署
名

が
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
代
理
方
式
に
お
け
る
代
理
人
の
署
名
は
、
本
人
を
義
務
者
と
す
る
た
め
の
形
式
を
整
え
る
た
め
の
署
名
に
す

ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
代
理
人
自
身
の
た
め
の
署
名
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
代
理
人
の
署
名
の
有
無
は
そ
の
責
任
の
有
無
を
決
定
す
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
26
）

き
理
由
と
は
な
ら
な
い
、
と
し
た
り
、
「
署
名
な
け
れ
ば
責
任
な
し
」
の
原
則
は
偽
造
の
場
合
に
は
適
用
さ
れ
な
い
、
と
し
た
り
す
る
。

「
署
名
な
け
れ
ば
責
任
な
し
」
の
原
則
の
目
的
は
正
常
な
取
引
を
前
提
と
し
て
お
り
、
　
一
つ
に
は
、
手
形
債
務
の
内
容
を
明
確
に
し
て
手

形
取
引
の
安
全
を
期
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
り
、
一
つ
に
は
、
手
形
債
務
者
に
厳
格
な
手
形
債
務
に
対
す
る
責
任
感
を
特
に
丁
重
な
手

続
き
で
あ
る
署
名
を
行
わ
せ
る
こ
と
で
深
く
さ
せ
、
他
面
、
手
形
に
署
名
し
な
い
者
は
手
形
債
務
を
負
わ
さ
れ
ず
、
不
測
の
損
害
を
被
る

こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
原
則
の
例
外
は
手
形
法
上
認
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
た
と
え
ば
、
手
形
法
六

九
条
に
よ
れ
ば
変
造
前
の
署
名
者
は
変
造
に
よ
り
自
己
の
署
名
が
抹
消
さ
れ
た
と
し
て
も
手
形
上
の
責
任
を
負
い
、
手
形
法
二
九
条
二
項

に
よ
れ
ば
、
手
形
に
引
き
受
け
署
名
を
し
て
い
な
く
と
も
支
払
人
が
書
面
を
も
っ
て
所
持
人
叉
は
手
形
に
署
名
し
た
者
に
引
き
受
け
の
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

知
を
行
え
ば
引
受
人
と
し
て
の
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
る
、
と
指
摘
す
る
。
手
形
の
文
言
性
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
第
三
者
は
手
形
債

務
者
と
し
て
表
示
さ
れ
た
者
を
信
頼
し
て
手
形
を
取
得
す
る
者
で
あ
っ
て
、
代
理
人
と
し
て
表
示
さ
れ
た
者
を
手
形
債
務
者
と
し
て
考
え

て
手
形
取
得
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
行
為
者
で
あ
る
偽
造
者
の
法
定
担
保
責
任
は
そ
の
者
が
手
形
上
に
表
示
さ
れ
て
い
る
と
否
と
に

か
か
わ
ら
ず
認
め
ら
れ
て
よ
い
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　
た
だ
し
、
偽
造
者
が
実
質
的
に
手
形
行
為
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
手
形
法
八
条
類
推
の
根
拠
と
す
る
こ
と
に
反
対
し
、
偽
造
者
が
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
28
）

論
上
も
無
権
代
理
人
と
し
て
行
為
し
た
こ
と
を
類
推
の
根
拠
と
す
る
説
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
偽
造
者
が
行
為
者
で
あ
る
こ
と
を
強
調

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

す
る
と
、
手
形
法
八
条
適
用
説
と
で
も
命
名
す
べ
き
立
場
が
で
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
「
手
形
行
為
で
は
、
手
形
的
署
名
を
な
す
こ
と
を

認
識
し
て
署
名
を
作
出
し
た
者
が
つ
ね
に
行
為
者
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
認
識
す
ら
欠
い
た
場
合
を
の
ぞ
い
て
、
行
為
者
は
、
自
分
の
手

形
行
為
と
し
て
の
無
効
を
主
張
し
え
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
代
表
方
式
の
署
名
で
も
、
代
理
方
式
の
署
名
で
も
、
代
行
方
式
の
署
名
で
も
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同
じ
」
で
あ
り
、
無
権
代
理
と
偽
造
の
違
い
は
唯
一
で
あ
り
、
「
偽
造
で
は
、
行
為
者
の
署
名
外
観
が
な
い
の
で
（
他
人
名
義
の
手
形
行
為

一
般
と
同
じ
く
）
手
形
的
署
名
の
認
識
を
以
て
手
形
行
為
を
な
し
た
者
で
あ
る
こ
と
を
立
証
し
て
か
か
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点

で
あ
る
（
手
形
債
務
負
担
の
効
果
意
思
の
立
証
は
要
し
な
い
）
」
、
と
す
る
立
場
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
30
）

　
な
お
、
創
造
説
の
立
場
か
ら
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
A
名
義
を
自
己
を
表
示
す
る
名
称
と
し
て
用
い
た
場
合
で
な
く
て

も
、
甲
が
A
名
義
で
署
名
叉
は
記
名
捺
印
し
た
こ
と
さ
え
立
証
さ
れ
れ
ば
、
甲
は
、
A
か
ら
権
限
を
与
え
ら
れ
て
そ
の
よ
う
な
署
名
叉
は

記
名
捺
印
を
し
た
こ
と
さ
え
立
証
で
き
な
い
以
上
（
民
法
二
七
条
一
項
の
文
言
参
照
）
、
手
形
法
八
条
の
類
推
適
用
に
よ
り
手
形
上
の
責
任

を
負
う
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
甲
が
A
か
ら
権
限
を
与
え
ら
れ
な
い
で
A
名
義
の
署
名
叉
は
記
名
捺
印
を
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
論
理
的

に
み
て
、
自
分
を
表
示
す
る
名
称
と
し
て
そ
れ
を
用
い
た
場
合
か
、
そ
れ
と
も
偽
造
の
場
合
か
、
ど
ち
ら
か
の
可
能
性
し
か
な
い
が
、
そ

の
ど
ち
ら
の
場
合
に
も
甲
は
手
形
債
務
を
負
担
す
る
と
解
す
る
べ
き
で
あ
る
」
。
手
形
法
八
条
類
推
適
用
と
文
言
性
と
の
関
係
に
つ
い
て

は
、
「
手
形
行
為
の
文
言
性
と
は
、
…
…
手
形
取
引
の
安
全
に
役
立
た
せ
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
逆
に
偽
造
者
甲
に
対
し
て
自

分
の
手
形
債
務
を
免
れ
る
た
め
の
根
拠
と
し
て
利
用
さ
せ
る
こ
と
は
、
文
言
性
の
本
来
の
意
義
に
反
す
る
」
、
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

　
手
形
法
八
条
類
推
適
用
説
に
対
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
批
判
が
あ
る
。
「
署
名
な
け
れ
ば
責
任
な
し
の
原
則
に
反
す
る
。
取
得
者
は
、

署
名
な
け
れ
ば
責
任
な
し
の
原
則
を
知
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
ま
た
、
手
形
を
取
得
す
る
際
に
手
形
上
の
署
名
の
な
い
者
ま
で
が
手
形

上
の
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
ろ
う
と
は
通
常
予
想
も
し
て
い
な
い
か
ら
、
署
名
を
し
て
い
な
い
偽
造
者
が
手
形
上
の
責
任
を
負
わ
な
く
て

も
、
取
得
者
の
信
頼
を
失
わ
せ
る
こ
と
に
な
ら
な
い
」
。
「
手
形
流
通
の
安
全
を
保
護
す
る
た
め
に
、
画
一
的
処
理
の
要
請
が
強
く
、
ま
た
、

強
行
法
規
性
を
帯
び
て
い
る
手
形
法
に
お
い
て
、
当
該
原
則
の
例
外
を
設
け
る
た
め
に
は
明
確
な
規
定
を
設
け
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
例
外
を
定
め
る
手
形
法
八
条
が
あ
る
か
ら
、
自
分
自
身
の
た
め
に
署
名
を
し
た
の
で
は
な
い
無
権
代
理
人
も
担
保
責
任
を
負
う
の
で

あ
る
」
。
「
手
形
法
二
九
条
二
項
に
よ
っ
て
手
形
上
の
責
任
を
負
う
者
は
、
手
形
取
得
者
の
全
て
に
対
し
て
責
任
を
負
う
わ
け
で
は
な
く
、

書
面
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
特
定
人
に
対
し
て
だ
け
で
あ
る
」
。
「
署
名
の
有
無
は
、
形
式
的
な
問
題
で
は
な
く
、
代
理
人
の
手
形
行
為
の
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存
否
に
か
か
わ
る
実
質
的
問
題
で
あ
り
、
無
視
で
き
な
い
。
ま
た
、
手
形
行
為
の
書
面
性
と
の
関
係
で
も
問
題
で
あ
る
」
。
「
手
形
行
為
者

が
誰
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
手
形
の
文
言
性
が
及
ば
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
行
為
者
は
自
己
の
名
称
を
手
形
上
に
顕
す
こ
と
を
要
し
な
い

こ
と
を
意
味
し
、
あ
る
い
は
手
形
に
要
式
性
を
認
め
な
い
の
と
同
様
の
こ
と
に
な
る
」
。
「
手
形
法
は
手
形
に
署
名
が
な
い
以
上
は
、
行
為

者
に
責
任
を
負
わ
せ
て
い
な
い
。
手
形
法
一
四
条
二
項
三
号
に
よ
り
白
地
式
裏
書
を
受
け
た
者
が
交
付
に
よ
っ
て
手
形
を
譲
渡
し
た
と
き
、

ま
た
は
手
形
債
務
を
手
形
外
で
保
証
し
た
と
き
、
こ
れ
ら
の
者
に
手
形
上
の
責
任
を
負
担
さ
せ
れ
ば
、
取
引
の
安
全
に
資
す
る
と
思
わ
れ

る
に
も
拘
ら
ず
、
で
あ
る
」
。
「
意
思
表
示
は
特
定
人
の
単
一
の
行
為
で
あ
る
が
、
偽
造
は
事
実
行
為
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
は
複
数
人
の
加

工
が
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
場
合
の
責
任
の
負
担
は
ど
う
な
る
の
か
。
不
法
行
為
で
あ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
場
合
の
対
応
に
不
自
由
し
な

い
が
（
民
法
七
一
九
条
）
、
八
条
の
責
任
で
は
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
到
底
対
応
で
き
な
い
。
要
す
る
に
意
思
表
示
の
法
体
系
を
事
実
行

為
に
継
木
し
よ
う
と
し
て
も
無
理
で
あ
る
」
。
「
署
名
代
理
を
手
形
行
為
の
代
理
と
は
認
め
ら
れ
な
い
」
。
「
手
形
法
の
よ
う
な
統
一
条
約
に

基
づ
く
近
時
の
詳
細
な
立
法
に
つ
い
て
は
、
条
文
を
離
れ
す
ぎ
た
解
決
で
あ
る
」
。
「
偽
造
者
は
無
権
限
使
者
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か

し
、
無
権
限
使
者
に
民
法
の
無
権
代
理
に
関
す
る
規
定
を
適
用
で
き
る
と
し
て
も
、
手
形
上
に
人
格
を
表
し
て
い
な
い
偽
造
者
に
民
法
の

無
権
代
理
の
規
定
を
適
用
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
や
、
手
形
上
に
人
格
を
表
し
て
い
な
い
偽
造
者
が
必
ず
し
も
手
形
上
の
無
権
代
理
と
し

て
責
任
を
負
う
と
は
限
ら
な
い
」
。
「
文
言
性
に
反
す
る
」
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
32
）

　
偽
造
者
行
為
説
は
、
ほ
ぼ
次
の
よ
う
な
こ
と
を
理
由
に
、
偽
造
者
が
行
為
者
で
あ
る
と
す
る
。
つ
ま
り
、
他
人
名
義
で
手
形
行
為
が
行

わ
れ
た
と
し
て
も
、
手
形
行
為
を
行
っ
た
者
の
行
為
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
は
な
い
と
す
る
理
由
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
手
形
行
為

者
が
平
素
一
般
生
活
に
お
い
て
叉
は
取
引
に
あ
た
り
そ
の
名
称
を
使
用
し
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
た
ま
た
ま
一
回
限
り
そ
れ
を
使
用
し
た

か
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
名
称
が
当
該
行
為
者
を
表
示
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
立
証
の
要
否
叉
は
難
易
の
問
題
に
す
ぎ
な
く
、
そ
れ
が

当
該
行
為
者
を
表
示
す
る
も
の
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
点
に
は
変
わ
り
が
な
い
。
い
か
な
る
名
義
を
用
い
よ
う
と
自
ら
行
為
し
た
者
が

行
為
者
と
し
て
責
任
を
負
う
と
い
う
法
の
一
般
原
則
で
あ
る
商
法
二
〇
一
条
に
合
致
す
る
。
偽
造
の
典
型
的
な
場
合
、
す
な
わ
ち
甲
が
乙
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で
あ
る
と
詐
称
し
て
乙
名
義
の
署
名
叉
は
記
名
捺
印
を
し
て
手
形
を
振
り
出
す
場
合
で
あ
っ
て
も
、
被
偽
造
者
乙
が
手
形
上
の
責
任
を
負

わ
な
い
こ
と
は
明
白
な
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
偽
造
者
甲
は
自
己
の
た
め
に
手
形
行
為
を
し
て
い
る
。
偽
造
者
の
主
観
的
意
図
は
、
自
己
を

表
示
す
る
名
称
と
し
て
他
人
の
名
称
を
使
用
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
も
あ
り
う
る
が
、
そ
の
よ
う
な
主
観
的
意
図
を
度
外
視
す
る
こ
と

は
、
無
権
限
の
署
名
代
行
を
全
て
偽
造
と
考
え
る
場
合
に
も
な
さ
れ
て
い
る
。
偽
造
な
の
か
、
他
人
名
義
に
よ
る
自
己
の
た
め
の
手
形
行

為
な
の
か
は
、
相
手
方
の
信
頼
の
違
い
に
よ
る
区
別
に
す
ぎ
ず
、
前
者
は
、
相
手
方
が
署
名
に
用
い
ら
れ
た
名
称
が
行
為
者
の
本
来
の
名

称
と
信
じ
て
い
る
場
合
で
、
後
者
は
、
相
手
方
が
署
名
に
用
い
ら
れ
た
名
称
が
行
為
者
の
本
名
で
な
い
こ
と
は
知
っ
て
い
た
が
、
そ
の
名

称
は
行
為
者
を
表
示
す
る
も
の
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
と
信
じ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
行
為
者
が
他
人
の
氏
名
等
を
自
己
を
表

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

示
す
る
も
の
と
し
て
用
い
て
手
形
行
為
を
な
し
て
い
る
点
で
は
同
じ
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

　
文
言
性
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。
手
形
が
文
言
証
券
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
は
、
流
通
証
券
た
る
手
形
に
お

け
る
善
意
の
所
持
人
の
保
護
な
い
し
手
形
取
引
の
保
護
の
要
請
に
で
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
手
形
の
文
言
性
を
理
由
に
偽
造
者
の
手
形
上

の
責
任
を
否
定
す
る
の
は
、
手
形
の
文
言
性
の
本
来
の
趣
旨
に
反
す
る
。
あ
る
い
は
、
手
形
の
文
言
性
と
は
、
手
形
債
務
の
内
容
に
関
す

る
だ
け
で
あ
っ
て
、
債
務
者
に
は
関
係
し
な
い
。
す
な
わ
ち
、
手
形
当
事
者
の
氏
名
も
、
そ
れ
が
手
形
債
務
の
内
容
を
な
す
場
合
に
は
、

誰
が
そ
れ
に
該
当
す
る
か
は
手
形
上
の
記
載
自
体
か
ら
客
観
的
に
推
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
何
人
が
手
形
上
の
責
任
者
で
あ
る

か
を
決
定
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
よ
う
な
考
え
に
と
ら
わ
れ
る
必
要
は
な
い
、
と
す
る
。

　
ま
た
、
手
形
法
七
条
に
つ
い
て
は
、
同
条
が
「
偽
造
の
署
名
に
よ
っ
て
責
任
を
負
わ
な
い
」
と
し
て
い
る
の
は
、
被
偽
造
者
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

で
あ
っ
て
、
偽
造
者
が
責
任
を
負
わ
な
い
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
、
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

　
偽
造
者
行
為
説
に
対
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
批
判
が
さ
れ
て
い
る
。
「
署
名
の
客
観
的
理
由
を
無
視
し
て
い
る
」
。
「
偽
造
者
の
主
観
的

意
図
と
か
け
離
れ
た
理
論
構
成
で
あ
る
」
。
「
偽
造
者
行
為
説
に
よ
る
限
り
、
偽
造
に
関
す
る
取
得
者
の
善
意
悪
意
は
問
題
に
な
ら
な
い
は

ず
で
あ
る
が
、
こ
の
説
の
支
持
者
が
、
取
得
者
が
悪
意
の
と
き
は
抗
弁
を
な
し
得
る
と
し
て
お
り
、
矛
盾
で
あ
る
」
。
「
偽
造
者
が
無
権
限
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で
あ
る
こ
と
に
つ
き
悪
意
の
者
に
対
し
て
も
責
任
を
負
う
点
が
不
都
合
で
あ
る
」
。
「
偽
造
者
行
為
説
に
よ
る
と
、
行
為
者
が
あ
る
名
称
を

使
用
し
た
と
い
う
客
観
的
事
実
か
ら
、
そ
の
名
称
を
自
己
の
名
称
と
し
た
の
で
あ
る
と
直
ち
に
認
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ

の
認
定
は
経
験
則
に
基
づ
か
な
く
て
は
な
ら
ず
、
一
回
限
り
そ
の
名
称
が
使
用
さ
れ
た
場
合
は
、
他
の
証
拠
を
提
出
す
る
こ
と
が
困
難
で

あ
る
」
。
「
こ
の
説
は
、
偽
造
さ
れ
た
署
名
を
被
偽
造
者
の
も
の
と
し
て
と
同
時
に
偽
造
者
の
も
の
と
し
て
み
て
い
る
。
ど
ち
ら
の
署
名
と

解
す
る
か
は
、
手
形
所
持
人
に
お
い
て
選
択
し
う
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
も
疑
問
で
あ
る
」
。
「
偽
造
者
が
自
己
を
表
示
す
る
た
め
に
他
人

の
名
称
を
使
用
し
た
と
解
す
る
な
ら
ば
、
偽
造
の
定
義
つ
ま
り
手
形
行
為
の
主
体
を
偽
る
こ
と
と
両
立
し
な
い
」
。
「
甲
が
乙
名
義
の
記
名

捺
印
を
し
た
場
合
、
甲
に
権
限
が
あ
っ
て
も
甲
の
手
形
行
為
と
な
る
の
が
理
論
的
帰
結
の
よ
う
だ
が
、
こ
の
説
に
よ
る
と
必
ず
し
も
そ
う

で
は
な
い
」
。
「
こ
の
説
に
よ
る
と
、
手
形
的
署
名
を
な
す
事
を
認
識
し
て
署
名
を
作
出
し
た
者
が
常
に
行
為
者
と
な
る
が
、
意
思
表
示
の

う
ち
の
表
示
行
為
に
し
か
あ
た
ら
な
い
署
名
を
し
た
者
を
、
効
果
意
思
ま
た
は
表
示
意
思
を
決
定
し
た
者
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
、
行
為

者
と
考
え
て
お
り
、
意
思
責
任
原
則
に
反
す
る
」
。
「
被
偽
造
者
の
追
認
を
不
可
能
と
す
る
結
果
が
不
当
で
あ
る
」
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

　
偽
造
者
行
為
説
と
手
形
法
八
条
類
推
適
用
説
と
の
折
衷
説
も
唱
え
ら
れ
て
い
る
。
基
本
的
に
は
偽
造
者
行
為
説
を
と
り
、
手
形
法
八
条

類
推
適
用
説
を
補
充
的
に
用
い
る
説
で
あ
る
。
基
本
的
に
偽
造
者
行
為
説
に
賛
成
す
る
理
由
は
、
「
本
来
、
自
ら
行
為
し
た
者
は
、
そ
の

行
為
の
効
果
が
他
人
に
帰
属
す
べ
き
も
の
と
し
て
行
い
、
か
つ
、
そ
れ
に
つ
い
て
他
人
か
ら
授
権
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
行
為

の
効
果
が
そ
の
他
人
に
帰
属
す
る
場
合
を
除
い
て
、
い
か
な
る
名
称
を
用
い
よ
う
と
も
、
行
為
者
と
し
て
自
己
の
行
為
に
つ
い
て
責
め
を

負
う
べ
き
で
あ
る
の
が
法
の
一
般
原
則
…
…
」
で
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
偽
造
者
行
為
説
に
よ
る
と
不
当
な
結
果
が
生

じ
る
場
合
が
あ
る
の
で
、
そ
の
場
合
に
つ
き
手
形
法
八
条
の
類
推
適
用
で
対
処
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
不
当
な
結
果
が
生
じ
る
場
合
と
は
、

A
と
い
う
名
称
で
、
B
が
手
形
に
署
名
す
る
場
合
に
、
「
B
が
権
限
を
有
す
る
場
合
に
は
A
を
本
人
と
す
る
機
関
方
式
の
手
形
行
為
の
み

が
行
わ
れ
た
も
の
と
推
定
す
る
な
ら
ば
、
本
人
に
手
形
行
為
の
効
果
を
帰
属
せ
し
め
う
る
か
と
い
う
権
限
の
有
無
に
よ
り
、
誰
が
本
人
で

あ
る
か
と
い
う
本
人
の
同
一
性
を
決
定
す
る
こ
と
に
な
」
る
、
と
い
う
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
「
B
が
代
理
関
係
を
記
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載
し
な
い
で
署
名
し
た
以
上
は
、
客
観
的
に
A
・
B
の
い
ず
れ
を
も
本
人
と
し
て
表
示
し
う
る
も
の
で
あ
っ
て
、
代
理
関
係
の
記
載
が
多

義
的
で
あ
る
場
合
と
同
様
に
、
A
を
本
人
と
す
る
手
形
債
務
負
担
行
為
と
B
を
本
人
と
す
る
手
形
債
務
負
担
行
為
が
B
に
よ
っ
て
な
さ
れ

て
お
り
、
手
形
所
持
人
は
A
・
B
の
い
ず
れ
を
も
本
人
と
し
て
選
択
し
う
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
」
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
手
形

記
載
を
総
合
的
に
見
る
こ
と
に
よ
り
、
ま
た
は
そ
の
手
形
が
流
通
す
る
取
引
界
に
お
い
て
は
、
名
称
か
ら
手
形
行
為
者
が
客
観
的
に
明
か

で
あ
る
場
合
に
、
名
義
人
A
で
は
な
く
、
A
と
記
載
し
た
B
が
無
権
限
だ
と
す
る
と
、
B
に
対
し
て
請
求
し
た
所
持
人
を
保
護
す
る
た
め

に
は
、
手
形
法
八
条
の
類
推
適
用
に
頼
ら
ざ
る
を
え
な
い
、
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
旧
商
法
手
形
編
（
明
治
三
二
年
三
月
九
日
法
律
第
四
八
号
昭
和
七
年
七
月
一
五
日
法
律
第
二
〇
号
ニ
テ
削
除
）
に
関
す
る
学
説
と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

民
法
一
一
七
条
類
推
適
用
説
が
あ
る
。
他
人
名
義
の
署
名
を
自
己
を
表
す
た
め
で
は
な
く
無
権
限
で
行
っ
た
者
を
無
権
限
使
者
と
考
え
、

そ
の
無
権
限
使
者
に
同
条
を
類
推
適
用
す
る
説
で
あ
る
。
類
推
の
根
拠
は
、
表
示
機
関
た
る
使
者
と
代
理
人
と
の
違
い
を
強
調
す
る
理
由

の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
手
形
に
署
名
す
る
意
思
で
署
名
し
た
事
実
さ
え
あ
れ
ば
、
そ
の
署
名
が
自
己
の
氏
名
を
表
さ
な
い
と
し

て
も
、
手
形
行
為
に
基
づ
く
責
任
で
は
な
く
、
手
形
記
載
に
応
じ
る
権
利
を
取
得
で
き
る
と
信
じ
た
善
意
の
第
三
者
に
対
し
て
、
不
測
の

不
利
益
か
ら
可
及
的
に
救
済
す
る
義
務
な
ら
ば
、
そ
の
無
権
限
者
は
負
う
と
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
説
の
論
者
は
現
行
の
手
形
法
の
も
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

で
も
、
こ
の
説
を
維
持
し
て
い
る
。

　
前
述
の
民
法
一
一
七
条
類
推
適
用
説
が
偽
造
者
に
負
わ
せ
よ
う
と
す
る
責
任
を
、
手
形
法
八
条
の
類
推
適
用
か
ら
で
は
な
く
、
禁
反
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

則
に
基
づ
い
て
偽
造
者
に
負
わ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
説
も
あ
る
。
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四
　
学
説
の
検
討

　
ど
の
説
も
、
他
人
に
よ
る
手
形
行
為
が
行
わ
れ
た
が
、
そ
の
行
為
の
効
果
帰
属
者
と
し
て
手
形
面
上
に
示
さ
れ
て
い
る
者
に
効
果
が
帰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

属
し
な
か
っ
た
場
合
に
、
原
則
と
し
て
行
為
を
行
っ
た
他
人
が
そ
の
行
為
の
責
任
を
負
う
と
す
る
点
で
一
致
し
て
い
る
。
手
形
法
八
条
を
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卑
見
の
よ
う
に
解
し
た
と
し
て
も
同
様
で
あ
る
。
代
理
方
式
に
よ
っ
て
手
形
行
為
の
復
代
理
を
す
る
権
限
を
有
す
る
か
の
よ
う
に
行
為
し

た
者
は
、
効
果
帰
属
者
と
さ
れ
て
い
る
本
人
お
よ
び
そ
の
本
人
に
効
果
が
及
ば
な
い
と
き
に
効
果
帰
属
者
と
な
る
は
ず
の
者
で
あ
る
代
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

人
と
し
て
署
名
の
名
義
人
が
責
任
を
負
わ
な
い
場
合
、
手
形
行
為
者
と
し
て
最
終
的
に
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
確
か
に

白
地
裏
書
後
の
交
付
譲
渡
人
が
偽
造
者
と
同
じ
く
署
名
の
な
い
手
形
行
為
を
行
い
な
が
ら
、
偽
造
者
と
異
な
っ
て
手
形
上
の
責
任
を
負
わ

な
い
こ
と
と
の
均
衡
は
、
一
応
、
問
題
と
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
両
者
の
差
は
、
機
関
方
式
に
よ
る
手
形
行
為
の
代
理
を
制
定
時
の
手
形
法

は
予
定
し
て
い
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
白
地
式
裏
書
後
の
交
付
譲
渡
人
は
手
形
法
制
定
時
か
ら
責
任
を
負
わ
な
い
こ
と
が
了
承
さ
れ
て
い

た
こ
と
と
に
よ
る
の
だ
と
考
え
る
。
手
形
法
制
定
当
時
、
手
形
行
為
の
代
理
の
形
式
は
代
理
方
式
し
か
予
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、

無
権
代
理
人
が
手
形
上
の
責
任
を
負
う
こ
と
が
了
解
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
機
関
方
式
を
用
い
た
無
権
代
理
人
の
責
任
に
関
す
る
規
定

は
置
か
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
筆
者
は
推
測
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
一
九
八
七
年
に
採
択
さ
れ
た
国
連
国
際
商
取
引
委
員
会
に
よ

る
「
国
際
為
替
手
形
及
び
国
際
約
束
手
形
に
関
す
る
条
約
草
案
」
に
よ
れ
ば
、
本
稿
で
い
う
偽
造
者
に
手
形
上
の
責
任
を
認
め
て
い
る
。

す
な
わ
ち
三
四
条
一
項
で
い
わ
ゆ
る
「
署
名
な
け
れ
ば
責
任
な
し
」
の
原
則
を
明
示
し
、
同
条
二
項
で
他
人
名
義
に
よ
る
自
己
の
た
め
の

手
形
行
為
を
す
る
こ
と
を
認
め
、
三
七
条
一
項
二
項
で
機
関
方
式
に
よ
る
手
形
行
為
の
代
理
を
認
め
、
同
条
一
二
項
が
機
関
方
式
に
よ
る
手

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

形
行
為
の
無
権
代
理
人
に
手
形
上
の
責
任
を
認
め
て
い
る
。
こ
の
条
約
草
案
は
、
B
E
A
（
切
…
o
一
田
。
訂
畠
Φ
＞
8
、
N
I
A
（
Z
。
α
Q
9
一
－

ぎ
一
。
一
霧
喜
ヨ
①
三
ω
》
8
、
U
C
C
（
d
艮
。
肇
O
。
ヨ
ヨ
Φ
『
。
芭
o
a
①
）
及
び
G
U
L
（
O
①
器
＜
m
d
艮
o
目
冨
≦
）
の
四
の
法
体
系
に
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

致
し
て
い
た
規
則
（
巨
。
）
と
こ
れ
ら
の
法
体
系
の
妥
協
に
基
づ
く
規
則
か
ら
な
る
。
振
出
人
の
署
名
が
偽
造
で
あ
る
場
合
に
つ
い
て
、

大
陸
法
系
の
国
々
と
英
米
法
系
の
国
々
と
で
裁
判
実
務
は
法
規
お
よ
び
法
体
系
の
違
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
じ
態
度
を
と
っ
て
い
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

と
が
、
本
条
約
草
稿
作
成
作
業
の
過
程
の
U
N
I
D
R
O
I
T
の
調
査
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
興
味
深
い
。

　
卑
見
に
よ
れ
ば
、
偽
造
者
は
行
為
者
で
あ
る
。
し
か
し
、
自
己
を
表
示
す
る
名
称
と
し
て
被
偽
造
者
の
名
称
を
用
い
て
署
名
を
し
た
と

は
考
え
な
い
点
が
偽
造
者
行
為
説
と
は
異
な
る
。
卑
見
に
よ
れ
ば
、
代
理
権
を
与
え
ら
れ
た
他
人
が
手
形
上
に
本
人
名
義
の
署
名
を
す
る
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（
4
6
）

行
為
は
理
論
的
に
も
実
質
的
に
も
形
式
的
に
も
手
形
行
為
の
代
理
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
手
形
法
八
条
類
推
適
用
説
は
、
理
論
的
に
も
実

質
的
に
も
形
式
的
に
も
手
形
行
為
の
代
理
で
あ
る
の
は
、
代
理
方
式
に
よ
る
代
理
の
み
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　
で
は
、
こ
の
よ
う
な
偽
造
者
の
責
任
は
、
手
形
法
八
条
に
よ
る
も
の
と
考
え
る
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
民
法
一
一
七
条
に
よ
る
も
の
と
考

え
る
べ
き
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
偽
造
者
は
両
方
の
規
定
に
基
づ
く
責
任
を
負
っ
て
い
る
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
偽
造
者
の
行
為

は
形
式
的
に
も
理
論
的
に
も
手
形
行
為
の
無
権
代
理
で
あ
る
の
で
、
代
理
方
式
に
よ
る
手
形
行
為
の
代
理
に
関
す
る
手
形
法
八
条
を
類
推

適
用
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
ほ
か
に
、
民
法
一
一
七
条
一
項
の
「
履
行
」
の
請
求
を
手
形
所
持
人
が
選
択
し
た
場
合
、

こ
れ
は
「
そ
の
行
為
が
も
し
本
人
に
つ
い
て
効
力
を
生
じ
た
と
す
れ
ば
本
人
が
相
手
方
に
た
い
し
て
負
担
す
べ
き
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

の
と
同
一
の
内
容
の
債
務
の
履
行
」
を
請
求
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
手
形
行
為
の
無
権
代
理
つ
ま
り
偽
造
に
当
て
は
め
れ

ば
、
手
形
債
務
の
履
行
を
偽
造
者
が
行
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
偽
造
者
の
手
形
上
の
責
任
は
、
手
形
法
八
条
か
ら
も
民
法
一
一
七
条
か

ら
も
導
き
出
す
こ
と
は
で
き
る
。
そ
し
て
、
民
法
一
一
七
条
一
項
の
損
害
賠
償
請
求
に
つ
い
て
は
、
手
形
所
持
人
が
追
及
す
る
こ
と
を
特

に
禁
止
す
る
理
由
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
よ
っ
て
、
前
述
の
諸
学
説
の
中
に
卑
見
を
位
置
づ
け
る
な
ら
ば
、
偽
造
者
行
為
説
、
手
形
法
八
条
類
推
適
用
説
お
よ
び
民
法
一
一
七
条

類
推
適
用
説
の
折
衷
説
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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五
　
そ
の
他
の
問
題

　
偽
造
者
に
対
し
て
無
権
代
理
人
と
し
て
手
形
上
の
担
保
責
任
を
追
及
す
る
と
き
の
所
持
人
の
主
観
的
要
件
は
「
善
意
無
過
失
」
か
、

「
善
意
無
重
過
失
」
か
、
そ
れ
と
も
「
善
意
」
か
。
手
形
法
八
条
は
所
持
人
の
主
観
的
要
件
に
つ
い
て
何
も
規
定
し
て
い
な
い
。
無
権
代

理
人
や
偽
造
者
を
含
む
手
形
行
為
者
の
負
う
責
任
が
消
長
す
る
基
準
は
、
手
形
法
九
〇
条
に
よ
り
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
条
約
の
締
約
国
が
独
自

に
定
め
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
手
形
法
八
条
の
一
般
原
則
で
あ
る
民
法
一
一
七
条
二
項
と
の
衡
量
か
ら
、
偽
造
に
つ
き
悪
意
の
所
持
人
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に
対
し
て
は
偽
造
者
は
責
任
を
負
わ
な
い
と
考
え
る
。
民
法
一
一
七
条
二
項
の
無
権
代
理
人
の
責
任
を
追
及
す
る
相
手
方
の
主
観
的
要
件

に
つ
い
て
民
法
上
争
い
が
あ
る
。
無
権
代
理
人
が
自
己
の
無
権
限
ま
た
は
本
人
か
ら
追
認
が
得
ら
れ
な
い
こ
と
に
つ
き
悪
意
で
あ
る
場
合
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

相
手
方
の
主
観
的
要
件
を
無
重
過
失
に
緩
和
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
議
論
で
あ
る
。
無
権
代
理
人
の
直
接
の
相
手
方
の
主

観
的
要
件
に
つ
い
て
は
民
法
の
議
論
に
任
せ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
手
形
行
為
の
当
事
者
間
の
法
律
効
果
を
当
事
者
間
で
問
題
に
す
る
場
合

は
、
手
形
の
流
通
性
を
考
慮
す
る
必
要
は
な
く
、
民
法
の
定
め
る
諸
要
件
を
手
形
法
的
に
修
正
す
る
必
要
も
な
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
無
権
代
理
人
に
と
っ
て
の
転
得
者
が
本
条
の
責
任
を
追
及
す
る
と
き
の
主
観
的
要
件
に
つ
い
て
は
、
手
形
法
的
な
修
正
を
考
え

る
必
要
が
あ
る
。
代
理
権
授
与
行
為
は
転
得
者
に
と
っ
て
は
第
三
者
間
の
行
為
で
あ
る
の
で
、
取
引
の
安
全
の
観
点
か
ら
、
手
形
法
一
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

条
二
項
の
規
定
に
準
じ
て
「
重
過
失
な
き
こ
と
」
を
要
件
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
偽
造
者
の
責
任
が
善
意
の
手
形
取
得
者
に
対
し
て
一
旦
成
立
し
た
後
、
偽
造
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
き
悪
意
の
者
が
所
持
人
と
な
っ
た
場

合
、
偽
造
者
の
責
任
は
消
滅
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
表
見
代
理
の
成
立
に
基
づ
き
本
人
に
責
任
を
追
及
す
る
要
件
を
満
た
す
者
は
、
無
権
代

理
人
に
責
任
追
及
す
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
。
無
権
代
理
人
に
し
か
責
任
追
及
で
き
な
い
者
が
い
る
場
合
は
、
表
見
代
理
の
成
立
要
件

の
う
ち
本
人
側
の
要
件
が
満
た
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
だ
け
が
原
因
で
、
相
手
方
の
要
件
は
そ
の
者
に
つ
い
て
満
た
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
、

も
し
悪
意
叉
は
重
過
失
不
知
の
取
得
者
に
対
し
て
個
別
に
無
権
代
理
人
は
責
任
を
負
わ
な
い
と
す
る
と
し
て
も
、
債
務
者
の
保
護
に
は
な

ら
な
い
。
例
え
ば
、
約
束
手
形
の
振
出
が
本
人
を
A
と
し
て
偽
造
者
B
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
受
取
人
C
は
表
見
代
理
に
成
立
要
件
の
う
ち

自
己
の
要
件
を
満
た
し
て
い
た
が
、
C
か
ら
裏
書
を
受
け
た
D
は
振
出
が
無
権
限
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
こ
と
に
つ
き
悪
意
叉
は
重
過
失

不
知
で
あ
っ
た
場
合
、
D
が
A
と
B
か
ら
悪
意
等
を
理
由
に
支
払
を
受
け
ら
れ
な
い
な
ら
ば
遡
求
が
始
ま
り
、
D
が
C
に
遡
求
し
、
C
は

A
ま
た
は
B
に
請
求
す
る
こ
と
に
な
る
。
結
局
、
A
ま
た
は
B
は
手
形
金
の
支
払
を
し
、
D
も
手
形
金
相
当
額
を
受
領
す
る
の
で
あ
る
し
、

C
が
自
ら
主
債
務
者
に
請
求
し
て
い
れ
ば
支
払
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
信
じ
た
手
形
を
譲
渡
し
た
の
に
、
し
た
が
っ
て
債
務
者
を
害

す
る
意
思
も
な
く
手
形
を
譲
渡
し
た
の
に
、
D
か
ら
の
遡
求
に
応
じ
る
た
め
の
金
銭
を
支
出
し
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
り
、
D
に
対
し
て
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B
が
支
払
を
拒
む
こ
と
の
意
義
は
見
い
だ
せ
な
い
。
よ
っ
て
偽
造
者
の
責
任
が
善
意
の
手
形
取
得
者
に
対
し
て
一
旦
成
立
し
た
後
、

で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
き
悪
意
の
者
が
所
持
人
と
な
っ
た
場
合
で
も
、
偽
造
者
は
責
任
を
免
れ
る
こ
と
が
な
い
と
考
え
る
。

偽
造

（
1
）
　
石
井
照
久
『
手
形
法
小
切
手
法
』
（
弘
文
堂
、
平
四
）
三
九
頁
、
石
井
照
久
目
鴻
常
夫
『
手
形
法
小
切
手
法
』
（
勤
草
書
房
、
昭
五
六
）
一
一
〇

～
一
一
一
頁
、
大
塚
龍
児
「
有
価
証
券
の
偽
造
変
造
」
『
現
代
企
業
法
講
座
5
　
有
価
証
券
』
竹
内
昭
夫
1
1
龍
田
節
編
（
東
京
大
学
出
版
会
、
昭
六

〇
）
二
二
二
～
一
二
五
頁
、
黄
清
渓
「
手
形
偽
造
と
手
形
法
八
条
の
類
推
適
用
」
『
商
法
の
判
例
と
論
理
　
倉
澤
還
暦
記
念
』
（
日
本
評
論
社
、
平

　
五
）
三
六
三
～
三
七
六
頁
、
小
橋
一
郎
「
手
形
偽
造
者
の
手
形
上
の
責
任
」
『
商
法
論
集
皿
』
（
成
文
堂
、
昭
五
九
）
一
二
二
～
一
三
二
頁
、
同
『
手

形
法
小
切
手
法
』
（
成
分
堂
、
平
七
）
一
〇
四
～
一
〇
五
頁
、
坂
井
芳
雄
『
手
形
小
切
手
法
の
論
理
（
上
）
』
（
法
曹
会
、
平
三
）
二
二
〇
～
二
二
二

頁
、
塩
田
親
文
「
手
形
偽
造
と
手
形
法
八
条
類
推
適
用
」
『
手
形
小
切
手
判
例
研
究
』
（
成
文
堂
、
昭
五
七
）
一
五
〇
～
一
六
二
頁
、
田
中
誠
二
『
手

　形法

小
切
手
法
詳
論
（
上
）
』
（
勤
草
書
房
、
昭
四
三
）
一
九
四
～
一
九
五
頁
。

（
2
）
　
今
泉
邦
子
「
無
権
限
者
に
よ
る
手
形
行
為
と
表
見
代
理
」
法
経
論
叢
一
三
巻
一
号
（
平
七
）
H
章
。
な
お
木
内
宜
彦
「
手
形
署
名
と
当
事
者
の

署
名
」
法
学
新
報
八
四
巻
一
〇
・
一
一
・
一
二
号
（
昭
五
三
）
一
五
頁
一
七
頁
参
照
。

（
3
）
　
大
隅
健
一
郎
目
河
本
一
郎
「
注
釈
手
形
法
小
切
手
法
」
（
有
斐
閣
、
昭
五
二
）
一
四
頁
、
鈴
木
竹
雄
『
手
形
法
小
切
手
法
』
（
有
斐
閣
、
平
四
）

　
一
三
二
頁
二
二
三
頁
、
田
中
誠
二
目
山
村
忠
平
1
1
堀
口
亘
『
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
手
形
法
』
（
勤
草
書
房
、
昭
四
六
）
四
五
頁
一
八
○
頁
な
ど
。

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

　平井宜雄『

注
釈
民
法
⑬
』

（
1
0
）

（
1
1
）手

形
行
為
者

　
え
ば
、

鈴
木
竹
雄
「
他
人
の
氏
名
に
よ
る
署
名
」
手
形
小
切
手
判
例
百
選
（
第
四
版
）
（
平
二
）
一
〇
～
一
一
頁
な
ど
。

今
泉
邦
子
「
手
形
の
偽
造
」
『
商
法
の
判
例
と
論
理
　
倉
澤
還
暦
記
念
』
（
日
本
評
論
社
、
平
五
）
三
五
二
～
三
五
三
頁
。

上
柳
克
郎
「
手
形
の
文
言
性
」
『
手
形
法
小
切
手
法
講
座
1
』
鈴
木
竹
雄
ほ
大
隅
健
一
郎
編
（
有
斐
閣
、
昭
四
三
）
六
〇
～
八
○
頁
。

上
柳
・
前
掲
注
（
6
）
「
手
形
の
文
言
性
」
『
手
形
法
小
切
手
法
講
座
1
』
六
三
～
六
四
頁
。

幾
代
通
『
民
法
総
則
』
（
青
林
書
院
、
平
元
）
一
九
四
頁
。

幾
代
・
前
掲
注
（
8
）
『
民
法
総
則
』
一
九
六
～
一
九
七
頁
二
二
二
～
二
三
五
頁
、
我
妻
栄
『
民
法
総
則
』
（
岩
波
書
店
、
昭
五
九
）
二
四
八
頁
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
川
島
武
宜
編
（
有
斐
閣
、
昭
六
一
）
四
一
頁
。

我
妻
・
前
掲
注
（
9
）
『
民
法
総
則
』
一
一
四
九
～
二
五
〇
頁
、
平
井
・
前
掲
注
（
9
）
『
注
釈
民
法
⑬
』
四
一
頁
。

伊
沢
和
平
「
手
形
外
観
（
客
観
）
解
釈
の
原
則
の
妥
当
領
域
」
『
八
O
年
代
商
事
法
の
諸
相
』
（
有
斐
閣
、
昭
六
〇
）
七
一
五
～
七
四
四
頁
は
、

　
　
　
（
手
形
債
務
者
）
の
決
定
の
問
題
に
お
い
て
、
手
形
客
観
解
釈
の
原
則
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
の
妥
当
性
に
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。
た
と

　
他
人
な
い
し
は
虚
無
人
の
名
義
で
署
名
し
た
者
も
、
そ
の
名
称
が
自
分
の
通
称
に
な
っ
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
署
名
者
と
し
て
手
形
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上
の
責
任
を
負
う
べ
き
で
あ
る
と
の
主
張
も
近
時
有
力
で
あ
り
、
現
に
こ
の
原
則
を
主
張
し
な
が
ら
、
他
方
で
こ
の
近
時
の
有
力
説
を
主
張
す
る
者

も
あ
り
、
こ
こ
に
矛
盾
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。
た
だ
し
、
結
論
は
卑
見
と
は
異
な
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
原
則
は
、
取
引
安
全
の
た
め
必
要
な
最
小

限
度
に
お
い
て
の
み
認
め
れ
ば
足
り
る
と
す
る
。
そ
し
て
手
形
行
為
者
の
決
定
に
つ
い
て
は
、
実
際
に
署
名
す
る
者
（
行
為
者
）
の
意
思
を
基
本
に

し
て
決
定
す
べ
き
だ
と
す
る
。
つ
ま
り
、
い
か
な
る
名
称
（
な
い
し
は
記
載
の
さ
れ
方
）
で
な
さ
れ
よ
う
と
、
行
為
者
が
そ
れ
を
自
分
の
署
名
と
す

る
意
思
で
用
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
行
為
者
自
身
の
署
名
あ
り
と
解
す
べ
き
で
あ
り
、
行
為
者
が
そ
れ
を
あ
る
特
定
の
他
人
の
署
名
と
す
る
意
思
で
用

い
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
の
他
人
の
た
め
の
代
理
で
あ
り
（
そ
の
他
人
か
ら
権
限
を
与
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
無
権
代
理
）
、
そ
し
て
、
行
為

者
が
そ
れ
を
架
空
人
名
義
と
認
識
す
る
等
あ
る
特
定
の
具
体
的
人
格
の
署
名
と
す
る
意
思
で
な
い
場
合
は
偽
造
で
あ
る
と
解
す
る
。
但
し
、
手
形
行

為
者
の
内
心
の
意
思
は
外
部
に
は
分
か
ら
な
い
こ
と
が
多
い
か
ら
、
手
形
取
引
の
安
全
の
た
め
に
外
観
法
理
に
よ
っ
て
修
正
は
す
る
。
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零
o
ヨ
一
ω
ω
o
q

（
2
4
）

（
2
5
）法

小
切
手
法
講
義
』

木
内
宜
彦
「
手
形
偽
造
者
の
手
形
責
任
」
法
学
新
報
八
一
巻
一

坂
井
芳
雄
『
約
束
手
形
金
請
求
訴
訟
に
お
け
る
要
件
事
実
と
そ
の
立
証
』
（
法
曹
会
、
平
五
）
六
～
七
頁
。

坂
井
・
前
掲
注
（
1
2
）
『
約
束
手
形
金
請
求
訴
訟
に
お
け
る
要
件
事
実
と
そ
の
立
証
』
七
八
～
八
一
頁
。

坂
井
・
前
掲
注
（
1
2
）
『
約
束
手
形
金
請
求
訴
訟
に
お
け
る
要
件
事
実
と
そ
の
立
証
』
七
～
一
〇
頁
。

坂
井
・
前
掲
注
（
1
2
）
『
約
束
手
形
金
請
求
訴
訟
に
お
け
る
要
件
事
実
と
そ
の
立
証
』
四
〇
頁
。

坂
井
・
前
掲
注
（
1
2
）
『
約
束
手
形
金
請
求
訴
訟
に
お
け
る
要
件
事
実
と
そ
の
立
証
』
五
〇
～
五
二
頁
。

坂
井
・
前
掲
注
（
1
2
）
『
約
束
手
形
金
請
求
訴
訟
に
お
け
る
要
件
事
実
と
そ
の
立
証
』
四
八
～
五
〇
頁
。

坂
井
・
前
掲
注
（
1
2
）
『
約
束
手
形
金
請
求
訴
訟
に
お
け
る
要
件
事
実
と
そ
の
立
証
』
八
七
～
八
八
頁
。

坂
井
・
前
掲
注
（
1
2
）
『
約
束
手
形
金
請
求
訴
訟
に
お
け
る
要
件
事
実
と
そ
の
立
証
』
五
八
頁
。

『
新
法
律
学
辞
典
』
竹
内
昭
夫
口
松
尾
浩
也
“
塩
野
宏
編
（
有
斐
閣
、
平
五
）
一
四
一
〇
頁
「
要
式
行
為
」
の
項
。

坂
井
・
前
掲
注
（
1
2
）
『
約
束
手
形
金
請
求
訴
訟
に
お
け
る
要
件
事
実
と
そ
の
立
証
』
三
八
～
五
〇
頁
。

坂
井
・
前
掲
注
（
1
2
）
『
約
束
手
形
金
請
求
訴
訟
に
お
け
る
要
件
事
実
と
そ
の
立
証
』
四
〇
頁
。

ピ
＄
α
q
⊆
Φ
o
｛
Z
呂
8
ρ
寄
。
o
同
匹
〇
二
三
①
ヨ
呂
8
巴
O
o
三
Φ
お
ロ
8
8
二
冨
d
三
剛
一
8
ぎ
コ
o
隔
9
壽
o
口
ω
≡
ω
o
噛
野
。
ぎ
畠
ρ

　
　
　
　
Z
o
お
ω
き
α
O
冨
∈
Φ
ω
｝
O
Φ
器
く
四
、
田
お
け
ω
。
ω
巴
8
一
〇
ω
ρ
碧
一
ω
O
。

今
泉
・
前
掲
注
（
5
）
「
手
形
の
偽
造
」
『
商
法
の
判
例
と
論
理
　
倉
澤
還
暦
記
念
』
三
五
四
～
三
五
五
頁
。

伊
澤
孝
平
「
無
権
限
代
署
者
の
手
形
上
の
責
任
」
民
商
法
雑
誌
三
九
巻
一
・
二
・
三
号
（
昭
三
四
）
二
六
一
～
二
八
三
頁
、
稲
田
俊
信
『
手
形

　
　
　
　
　
　
（
有
信
堂
高
文
社
、
平
四
）
一
四
〇
～
一
四
一
頁
、
大
隅
陸
河
本
・
前
掲
注
（
1
）
『
注
釈
手
形
法
小
切
手
法
』
一
四
～
一
五
頁
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
号
（
昭
四
九
）
一
〇
三
～
一
一
六
頁
、
菅
原
菊
志
「
手
形
の
無
権
限
署
名
代
理
」
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『
社
債
・
手
形
・
運
送
・
空
法
［
商
法
研
究
皿
］
』
（
信
山
社
、
平
五
）
一
三
五
～
一
四
四
頁
、
竹
田
省
『
手
形
法
小
切
手
法
』
（
有
斐
閣
、
昭
三
〇
）

　
三
二
～
三
三
頁
、
田
辺
光
政
『
最
新
手
形
法
小
切
手
法
』
（
中
央
経
済
社
、
平
六
）
九
四
～
九
七
頁
、
同
『
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ー
ム
手
形
法
小
切
手
法
』

木
内
宜
彦
口
倉
澤
康
一
郎
目
庄
子
良
男
⊥
口
同
窪
利
一
“
田
辺
光
政
著
（
青
林
書
院
、
昭
六
三
）
八
四
～
八
五
頁
、
福
瀧
博
之
『
商
法
皿
　
手
形
小
切

手
』
大
塚
龍
児
ロ
林
靖
11
福
瀧
博
之
著
（
有
斐
閣
、
平
六
）
八
二
～
八
三
頁
、
星
川
長
七
「
手
形
偽
造
者
の
手
形
上
の
責
任
」
法
律
の
ひ
ろ
ば
二
七

巻
一
二
号
（
昭
四
九
）
七
一
～
七
四
頁
、
前
田
庸
『
手
形
法
小
切
手
法
入
門
』
（
有
斐
閣
、
平
元
）
九
〇
～
九
二
頁
、
丸
山
秀
平
『
手
形
法
小
切
手

法
概
論
』
（
中
央
経
済
社
、
平
七
）
六
〇
～
六
一
頁
。

（
2
6
）
　
伊
澤
・
前
掲
注
（
2
5
）
「
無
権
限
代
署
者
の
手
形
上
の
責
任
」
民
商
法
雑
誌
三
九
巻
一
・
一
一
・
三
号
二
六
八
～
二
六
九
頁
。

（
2
7
）
　
菅
原
・
前
掲
注
（
2
5
）
「
手
形
の
無
権
限
署
名
代
理
」
『
社
債
・
手
形
・
運
送
・
空
法
［
商
法
研
究
皿
］
』
一
四
三
～
一
四
四
頁
。

（
28
）
　
木
内
・
前
掲
注
（
25
）
「
手
形
偽
造
者
の
手
形
責
任
」
法
学
新
報
八
一
巻
一
一
号
（
昭
四
九
）
一
〇
三
～
二
六
頁

（
2
9
）
　
高
窪
利
一
『
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ー
ム
手
形
法
小
切
手
法
』
木
内
宜
彦
“
倉
澤
康
一
郎
1
1
庄
子
良
男
⊥
口
同
窪
利
一
H
田
辺
光
政
著
（
青
林
書
院
、
昭
六

　
三
）
八
三
頁
、
同
『
現
代
手
形
小
切
手
法
』
（
経
済
法
令
研
究
会
、
平
五
）
一
六
八
～
一
七
一
頁
。

（
3
0
）
　
前
田
・
前
掲
注
（
2
5
）
『
手
形
法
小
切
手
法
入
門
』
九
〇
～
九
二
頁
。

（
31
）
　
塩
田
・
前
掲
注
（
1
）
「
手
形
偽
造
と
手
形
法
八
条
類
推
適
用
」
『
手
形
小
切
手
判
例
研
究
』
一
五
五
～
一
五
七
頁
、
黄
・
前
掲
注
（
1
）
「
手
形

偽
造
と
手
形
法
八
条
の
類
推
適
用
」
『
商
法
の
判
例
と
論
理
　
倉
澤
還
暦
記
念
』
三
七
二
～
三
七
三
頁
、
大
塚
・
前
掲
注
（
1
）
「
有
価
証
券
の
偽
造

変
造
」
『
現
代
企
業
法
講
座
5
　
有
価
証
券
』
二
〇
六
～
二
〇
七
頁
一
二
六
頁
、
坂
井
・
前
掲
注
（
1
）
『
手
形
小
切
手
法
の
論
理
（
上
）
』
二
二
〇
～

　
一
三
一
頁
、
同
「
他
人
名
義
の
手
形
署
名
を
行
う
場
合
の
法
律
関
係
に
関
す
る
一
つ
の
判
例
」
『
裁
判
手
形
法
』
二
一
二
〇
頁
、
田
中
・
前
掲
法
（
1
）

　
『
手
形
法
小
切
手
法
詳
論
（
上
）
』
　
一
九
四
～
一
九
五
頁
、
小
橋
・
前
掲
注
（
1
）
「
手
形
偽
造
者
の
手
形
上
の
責
任
」
『
商
法
論
集
皿
』
二
一
六
～
一

　
二
八
頁
、
同
『
手
形
法
小
切
手
法
』
一
〇
五
頁
、
石
井
H
鴻
・
前
掲
注
（
1
）
『
手
形
法
小
切
手
法
』
一
一
〇
～
一
一
一
頁
。

（
3
2
）
　
大
隅
健
一
郎
「
手
形
行
為
者
の
名
称
　
偽
造
者
の
手
形
上
の
責
任
」
『
商
法
の
諸
問
題
』
（
有
信
堂
、
昭
四
六
）
三
五
九
～
三
六
二
頁
、
同
「
手

形
偽
造
と
手
形
法
八
条
の
類
推
適
用
」
民
商
法
雑
誌
七
二
巻
五
号
（
昭
五
〇
）
八
七
六
頁
、
庄
子
良
男
「
手
形
偽
造
者
の
手
形
上
の
責
任
」
千
葉
大

　学法

学
論
集
三
巻
一
号
（
昭
六
三
）
一
～
三
二
頁
、
同
『
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ー
ム
手
形
法
小
切
手
法
』
木
内
宜
彦
肺
倉
澤
康
一
郎
”
庄
子
良
男
⊥
尚
窪
利

　
一
H
田
辺
光
政
著
（
青
林
書
院
、
昭
六
三
）
八
二
～
八
三
頁
、
鈴
木
竹
雄
「
手
形
の
偽
造
・
変
造
」
『
判
例
手
形
法
小
切
手
法
　
伊
沢
還
暦
記
念
』

　
（
商
事
法
務
研
究
会
、
昭
四
四
）
　
一
二
七
～
一
二
九
頁
、
竹
内
昭
夫
「
手
形
偽
造
と
小
形
法
八
条
の
類
推
適
用
」
『
手
形
小
切
手
判
例
百
選
』
（
有
斐

　
閣
、
平
二
）
三
八
～
三
九
頁
、
服
部
榮
三
「
手
形
行
為
の
代
理
」
『
手
形
法
小
切
手
法
講
座
1
』
鈴
木
竹
雄
H
大
隅
健
一
郎
編
（
有
斐
閣
、
昭
四
三
）

　
一
七
五
～
一
七
七
頁
、
蓮
井
良
憲
「
手
形
の
偽
造
」
『
手
形
法
小
切
手
法
講
座
1
』
鈴
木
竹
雄
胴
大
隅
健
一
郎
編
（
有
斐
閣
、
昭
四
三
）
二
四
八
～
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二
五
〇
頁
、
同
「
手
形
偽
造
者
の
手
形
上
の
責
任
」
『
商
法
の
争
点
H
』
（
有
斐
閣
、
平
五
）
三
二
六
～
三
二
七
頁
、
同
「
手
形
偽
造
と
手
形
法
八
条

　
の
類
推
適
用
」
判
例
時
報
七
六
二
号
（
昭
五
〇
）
二
二
〇
～
一
三
三
頁
、
堀
口
亘
『
通
説
手
形
小
切
手
法
』
（
三
省
堂
、
平
三
）
七
八
頁
。

（
33
）
　
た
だ
し
鈴
木
・
前
掲
注
（
3
2
）
「
手
形
の
偽
造
・
変
造
」
『
判
例
手
形
法
小
切
手
法
　
伊
沢
還
暦
記
念
』
　
一
二
九
頁
は
、
偽
造
者
行
為
説
が
、
そ

　
の
理
由
と
し
て
、
「
相
手
方
も
署
名
に
用
い
ら
れ
た
名
称
を
行
為
者
本
来
の
名
称
と
信
じ
て
取
り
引
き
し
て
い
る
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
む
し
ろ
不

要
の
こ
と
で
あ
る
」
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
相
手
方
に
は
こ
の
よ
う
な
認
識
が
存
し
な
い
の
が
普
通
の
こ
と
で
あ
り
、
「
署
名
に
用
い
ら
れ
た
名
称

　
を
行
為
者
本
来
の
名
称
で
な
い
こ
と
を
相
手
方
が
知
っ
て
い
た
場
合
に
、
そ
れ
を
抗
弁
事
由
と
な
し
う
る
こ
と
を
認
め
れ
ば
十
分
で
あ
る
：
：
」
か

　
ら
で
あ
る
。

（
3
4
）
　
大
隅
・
前
掲
注
（
32
）
「
手
形
偽
造
と
手
形
法
八
条
の
類
推
適
用
」
民
商
法
雑
誌
七
二
巻
五
号
八
八
四
頁
、
鈴
木
・
前
掲
注
（
3
2
）
「
手
形
の
偽

造
・
変
造
」
『
判
例
手
形
法
小
切
手
法
　
伊
沢
還
暦
記
念
』
（
商
事
法
務
研
究
会
、
昭
四
四
）
一
二
八
頁
。

（
3
5
）
　
大
隅
・
前
掲
注
（
3
2
）
「
手
形
行
為
者
の
名
称
　
偽
造
者
の
手
形
上
の
責
任
」
『
商
法
の
諸
問
題
』
（
有
信
堂
、
昭
六
）
三
六
一
頁
。

（
36
）
福
瀧
・
前
掲
注
（
2
5
）
『
商
法
皿
　
手
形
小
切
手
』
八
三
頁
、
塩
田
・
前
掲
注
（
1
）
「
手
形
偽
造
と
手
形
法
八
条
類
推
適
用
」
『
手
形
小
切
手
判

　
例
研
究
』
一
五
八
～
一
六
〇
頁
、
前
田
・
前
掲
注
（
2
5
）
『
手
形
法
小
切
手
法
入
門
』
九
一
～
九
二
頁
、
大
隅
障
河
本
・
前
掲
注
（
3
）
『
注
釈
手
形
法

　
小
切
手
法
』
一
四
～
一
五
頁
、
星
川
・
前
掲
注
（
2
5
）
「
手
形
偽
造
者
の
手
形
上
の
責
任
」
七
一
～
七
四
頁
、
小
橋
・
前
掲
注
（
2
5
）
「
手
形
法
小
切
手

　
法
」
一
〇
五
頁
、
田
中
・
前
掲
注
（
2
5
）
『
手
形
法
小
切
手
法
詳
論
（
上
）
』
一
九
五
頁
、
大
塚
・
前
掲
注
（
31
）
「
有
価
証
券
の
偽
造
変
造
」
『
現
代
企

　
業
法
講
座
5
　
有
価
証
券
』
竹
内
昭
夫
目
龍
田
節
編
（
東
京
大
学
出
版
会
、
昭
六
〇
）
二
一
四
～
二
一
五
頁
、
黄
・
前
掲
注
（
1
）
「
手
形
偽
造
と
手

　
形
法
八
条
の
類
推
適
用
」
『
商
法
の
判
例
と
論
理
　
倉
澤
還
暦
記
念
』
三
七
四
～
三
七
五
頁
、
泉
田
栄
一
『
有
価
証
券
法
理
と
手
形
小
切
手
法
』
（
中

　
央
経
済
社
、
平
七
）
一
三
一
一
頁
。

　　　　　　　　　　　　　
41　40　39　38　37
）　　）　　）　　）　　）認

め
た
と
し
て
も
手
形
法
八
条
に
よ
る
責
任
を
偽
造
者
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
理
由
と
し
て
、

れ
て
い
な
い
と
い
う
文
言
性
を
挙
げ
る
。

る
こ
と
は
で
き
な
い

平
出
慶
道
『
手
形
法
小
切
手
法
』
（
有
斐
閣
、
平
四
）
二
〇
七
～
一
二
〇
頁
。

山
尾
時
三
『
手
形
法
研
究
』
（
岩
波
書
店
、
昭
一
〇
）
一
五
一
～
一
五
三
頁
。

山
尾
時
三
『
新
手
形
法
論
』
（
岩
波
書
店
、
昭
一
〇
）
七
二
～
七
三
頁
。

石
田
栄
一
「
他
人
名
義
の
手
形
行
為
」
『
現
代
商
事
法
の
重
要
問
題
　
田
中
誠
二
米
寿
記
念
』
（
経
済
法
令
研
究
会
、
昭
五
九
）
四
八
四
頁
。

庄
子
・
前
掲
注
（
32
）
「
手
形
偽
造
者
の
手
形
上
の
責
任
」
千
葉
大
学
法
学
論
集
三
巻
一
号
五
～
七
頁
は
、
無
権
限
の
署
名
代
理
を
無
権
代
理
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
偽
造
者
の
氏
名
が
署
名
に
よ
っ
て
表
示
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
説
に
よ
れ
ば
、
「
無
権
代
理
行
為
の
存
在
を
認
め
た
と
し
て
も
、
署
名
の
な
い
者
に
責
任
を
負
わ
せ

　
　
　
　
　
　
。
」
と
の
結
論
も
是
認
さ
れ
そ
う
で
あ
る
が
、
文
言
性
は
効
果
帰
属
者
の
決
定
と
は
無
関
係
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
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（
4
2
）
　
法
人
が
他
の
自
然
人
も
し
く
は
他
の
法
人
名
義
で
手
形
行
為
を
行
っ
た
場
合
ま
た
は
自
然
人
が
他
の
法
人
名
義
の
署
名
を
し
て
手
形
行
為
を
行

　
っ
た
場
合
の
責
任
追
及
の
順
序
は
、
ひ
と
つ
の
問
題
で
あ
る
が
（
大
隅
H
河
本
・
前
掲
注
（
3
）
『
注
釈
手
形
法
小
切
手
法
』
一
五
頁
一
一
八
頁
、
丸

山
秀
平
「
他
人
の
名
称
を
用
い
て
な
さ
れ
た
手
形
行
為
の
類
型
と
理
論
的
展
開
」
受
験
新
報
三
八
巻
三
号
（
昭
六
三
）
二
六
～
二
八
頁
。
）
、
代
理
方

式
で
手
形
行
為
が
行
わ
れ
た
場
合
に
責
任
を
追
及
さ
れ
る
順
番
を
、
本
人
・
代
理
人
と
し
て
の
署
名
名
義
人
・
行
為
者
と
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
解

決
で
き
る
。
問
題
が
生
じ
る
の
は
以
下
の
設
例
の
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。
Y
会
社
が
手
形
を
振
り
出
す
場
合
は
、
「
Y
会
社
代
表
取
締
役
A
」
と
い

う
署
名
を
、
代
表
取
締
役
A
か
又
は
A
か
ら
権
限
を
与
え
ら
れ
た
者
た
と
え
ば
B
が
行
う
と
す
る
。
で
は
、
Y
会
社
の
た
め
の
手
形
行
為
を
す
る
と

き
、
ω
A
が
「
Y
会
社
代
表
取
締
役
C
」
と
い
う
署
名
を
A
が
C
を
自
己
を
表
示
す
る
も
の
と
し
て
用
い
た
場
合
、
⑧
A
が
「
Z
会
社
代
表
取
締
役

A
」
と
い
う
署
名
を
、
Y
会
社
が
「
Z
会
社
」
を
自
己
を
表
示
す
る
も
の
と
し
て
用
い
た
場
合
、
㈹
A
が
「
Z
会
社
代
表
取
締
役
C
」
と
い
う
署
名

を
、
C
は
A
を
表
示
し
、
Z
会
社
は
Y
会
社
を
表
示
す
る
も
の
と
し
て
用
い
た
場
合
で
あ
る
。
ま
た
は
個
人
が
会
社
名
義
を
、
も
し
く
は
会
社
が
個

人
名
義
を
用
い
て
署
名
を
す
る
場
合
の
問
題
と
し
て
、
㈲
Y
が
「
Z
会
社
代
表
取
締
役
Y
」
と
い
う
署
名
を
、
自
己
を
表
示
す
る
名
称
と
し
て
用
い

た
場
合
、
㈲
Z
会
社
自
体
を
表
示
す
る
も
の
と
し
て
、
権
限
あ
る
者
が
Y
と
い
う
署
名
を
用
い
た
場
合
、
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
問
題
は
、
実
務
的

　
に
は
、
当
座
預
金
口
座
の
名
義
お
よ
び
届
出
印
が
、
こ
れ
ら
の
手
形
の
署
名
と
一
致
し
て
い
れ
ば
問
題
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
ω
の
場
合
に
つ
い
て

は
、
「
Y
会
社
代
表
取
締
役
C
」
と
い
う
署
名
が
Y
会
社
の
署
名
と
し
て
妥
当
か
が
問
題
に
な
る
。
Y
会
社
に
は
C
ロ
A
だ
と
わ
か
っ
て
い
る
か
ら
、

効
果
帰
属
者
た
る
本
人
と
し
て
表
示
さ
れ
て
い
る
Y
会
社
が
請
求
に
応
じ
る
こ
と
は
で
き
る
。
Y
会
社
が
C
と
い
う
代
表
取
締
役
は
い
な
い
と
し
て

支
払
を
拒
絶
し
た
と
き
、
C
が
架
空
人
な
ら
ば
権
利
能
力
は
な
く
、
C
が
実
在
の
他
人
な
ら
ば
自
ら
行
為
も
を
し
て
い
な
い
し
他
人
に
授
権
も
し
て

　
い
な
い
の
で
、
実
際
に
手
形
行
為
を
し
た
A
の
責
任
が
問
題
に
な
る
。
A
は
有
権
限
者
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
れ
ば
、
Y
が
手
形
上
の
責
任
を
負
う

　
こ
と
に
な
る
。
⑭
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
実
在
す
る
Z
会
社
が
支
払
を
拒
絶
し
、
ま
た
は
Z
会
社
が
実
在
し
な
い
た
め
、
所
持
人
を
支
払
を
受
け
ら

れ
な
い
場
合
が
問
題
と
な
る
。
A
が
Z
会
社
が
責
任
を
負
わ
な
い
場
合
に
責
任
を
負
う
者
と
し
て
署
名
を
し
て
い
る
の
で
、
A
の
責
任
が
追
及
さ
れ

る
。
所
持
人
が
Y
H
Z
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
、
Y
に
い
き
な
り
請
求
し
て
き
た
場
合
、
Y
は
A
が
有
権
限
者
で
あ
る
こ
と
お
よ
び
Y
目
Z
で
あ
る

と
知
っ
て
い
る
の
で
、
Y
が
請
求
に
応
じ
る
こ
と
は
で
き
る
。
た
と
え
、
Y
が
そ
の
手
形
の
名
義
が
Z
で
あ
る
と
い
っ
て
支
払
を
拒
絶
し
、
A
の
責

任
が
追
及
さ
れ
た
と
し
て
も
、
A
は
Y
“
Z
で
あ
る
こ
と
お
よ
び
自
己
の
権
限
を
主
張
し
て
、
Y
へ
請
求
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
Y
1
1
Z
で
あ
る

　
こ
と
を
知
ら
な
い
所
持
人
に
対
し
て
、
A
は
Y
会
社
に
対
す
る
権
限
お
よ
び
Y
口
Z
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
責
任
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う
か
。
商
法
五
〇
四
条
お
よ
び
民
法
一
〇
〇
条
に
よ
り
、
顕
名
が
な
い
場
合
に
は
代
理
行
為
の
相
手
方
が
本
人
を
知
り
得
た
か
否
か
を
基
準
に
請
求

　
の
相
手
方
を
決
定
す
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。
⑬
に
つ
い
て
は
、
所
持
人
が
Y
会
社
に
請
求
し
て
き
た
と
き
は
Y
は
責
任
に
応
じ
う
る
。
所
持
人
が
Y

　
1
1
Z
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ず
、
実
在
の
Z
に
請
求
し
ま
た
は
架
空
の
Z
が
責
任
を
負
わ
な
い
た
め
に
C
の
責
任
が
問
題
に
な
っ
た
場
合
、
さ
ら
に
①
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手形の偽造者の責任

実
在
の
C
に
請
求
し
て
支
払
を
拒
絶
さ
れ
る
か
ま
た
は
C
が
実
在
し
な
か
っ
た
と
き
と
、
②
行
為
者
で
あ
る
A
へ
B
の
次
に
請
求
す
る
場
合
が
あ
る
。

①
お
よ
び
②
の
場
合
と
も
、
所
持
人
が
代
理
に
お
け
る
本
人
Y
を
知
り
得
な
か
っ
た
場
合
に
準
じ
て
、
代
理
行
為
を
し
た
A
が
責
任
を
負
う
と
解
す

　
る
。
㈲
に
つ
い
て
は
、
署
名
の
名
義
は
効
果
帰
属
者
を
探
す
手
段
の
ひ
と
つ
に
過
ぎ
な
い
か
ら
、
所
持
人
が
Y
に
請
求
し
て
き
た
と
き
は
Y
は
請
求

　
に
応
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
所
持
人
が
、
実
在
の
Z
か
ら
支
払
を
拒
絶
さ
れ
ま
た
は
Z
が
実
在
し
な
い
と
き
、
Y
は
Z
に
対
し
て
無
権
限
で
あ
り
か

　
つ
行
為
者
で
あ
る
の
で
責
任
を
追
及
さ
れ
る
。
㈲
に
つ
い
て
は
、
署
名
の
名
義
は
効
果
帰
属
者
を
探
す
手
段
の
ひ
と
つ
に
過
ぎ
な
い
か
ら
、
所
持
人

　
が
Z
に
請
求
し
て
き
た
場
合
は
、
Z
は
請
求
に
応
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
Z
が
支
払
を
拒
絶
し
た
と
し
て
も
、
A
は
Z
日
Y
で
あ
る
こ
と
お

　
よ
び
自
己
の
権
限
を
主
張
し
て
、
責
任
を
免
れ
得
る
。
実
在
す
る
Y
が
支
払
を
拒
絶
し
ま
た
は
Y
が
実
在
し
な
い
と
き
、
代
理
に
お
け
る
本
人
を
知

　
り
得
な
い
所
持
人
に
対
し
て
、
代
理
行
為
を
し
た
者
と
し
て
A
の
責
任
が
追
及
さ
れ
る
と
解
す
る
。

（
4
3
）
　
＞
＼
“
⑲
＼
旨
＞
Z
Z
国
図
H
．

（
44
）
d
Z
H
↓
国
U
Z
＞
目
O
Z
ρ
K
8
旨
o
o
評
o
コ
冨
¢
ロ
一
け
①
α
Z
呂
o
霧
O
o
ヨ
日
一
の
ω
一
9
8
一
三
①
ヨ
当
9
巴
↓
声
O
①
霊
チ
誌
認
曽
≦
⊆
ヨ
①

　目

一
象
区
①
．
》
＼
O
Z
。
O
＼
①
S

（
4
5
）
d
Z
肩
国
U
Z
＞
↓
一
〇
Z
ω
噛
K
①
貰
σ
o
o
〆
o
＝
冨
d
三
8
α
Z
呂
8
ω
O
o
ヨ
邑
ω
ω
一
〇
口
8
一
三
①
ヨ
帥
二
〇
冨
一
↓
轟
α
①
冨
≦
」
O
刈
O
り
く
冨
ヨ
①

　
一
噂
魯
N
轟
O
．
＞
＼
O
Z
。
O
＼
一
〇
。

（
4
6
）
木
内
・
前
掲
注
（
2
5
）
「
手
形
偽
造
者
の
手
形
責
任
」
法
学
新
報
八
一
巻
一
一
号
一
一
四
頁
は
、
偽
造
は
実
賞
的
に
は
無
権
代
理
で
あ
る
が
形
式

上
は
無
権
代
理
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
手
形
法
八
条
の
適
用
で
は
な
く
、
類
推
適
用
に
な
る
と
解
す
る
よ
う
で
あ
る
。

（
4
7
）
　
中
川
淳
『
注
釈
民
法
㈲
』
於
保
不
二
雄
編
（
有
斐
閣
、
昭
四
五
）
二
〇
六
頁
。

（
4
8
）
下
村
正
明
「
表
見
代
理
と
無
権
代
理
」
法
律
時
報
六
〇
巻
一
三
号
（
昭
六
三
）
二
〇
七
～
二
一
〇
頁
、
辻
正
美
「
過
失
あ
る
相
手
方
と
無
権
代

　
理
人
の
責
任
」
民
法
判
例
百
選
総
則
物
権
（
平
元
）
八
四
～
八
五
頁
、
安
永
正
昭
「
判
批
」
判
例
評
論
三
五
一
号
判
例
時
報
一
二
六
六
号
（
昭
六

　
三
）
一
九
〇
～
一
九
四
頁
。

（
4
9
）
同
旨
、
服
部
・
前
掲
注
（
3
2
）
「
手
形
行
為
の
代
理
」
『
手
形
法
小
切
手
法
講
座
1
』
一
七
五
～
一
七
七
頁
。
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